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理
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謡Ｊ
ｍ
い
Ｉ

す
み
よ
い
街
づ
く
り
を

乱

キ

ム

6
7

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
持
っ
た
人
た
ち
に

現
在
の
都
市
生
活
環
境
は
、
健
常

者
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
お
り
、
身

体
に
障
害
の
あ
る
人
々
、
老
人
、
幼

児
、
病
弱
者
な
ど
に
と
っ
て
不
便
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
危
険
に
満
ち

だ
状
態
も
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
日
常

生
活
、
社
会
生
活
へ
の
参
加
が
極
端

に
制
限
さ
れ
、
憲
法
に
保
障
さ
れ
た

最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
奪

わ
れ
て
い
る
現
状
に
あ
り
ま
す
。

と
く
に
、
本
市
に
お
い
て
も
４
体

障
害
者
手
帳
交
付
者
が
増
加
す
る
傾

向
に
あ
る
な
ど
、
環
境
整
備
の
ｍ
要

性
、
緊
急
性
が
増
大
す
る
中
で
、
市

民
要
望
尨
昌
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
市
で
は
昨
年
一
万
、
福

祉
の
真
の
風
土
づ
ぐ
り
を
強
力
に
推

進
す
る
た
め
に
、
「
宇
治
市
福
祉
環

境
整
俯
推
進
委
員
会
」
を
庁
内
に
設

置
し
、
福
祉
環
境
整
備
要
綱
の
制
定

並
び
に
妥
綱
制
定
ま
で
の
間
の
基
準

作
成
の
た
め
の
準
備
作
業
を
す
す
め

素
案
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
今
後

m
制
定
に
む
け
て
、
身
体
障
害
者

団
体
の
代
表
、
学
識
経
験
者
な
ど
で

構
成
す
る
、
仮
称
「
宇
治
市
福
祉
環

境
整
備
推
進
懇
談
会
」
を
設
置
し
、

対
象
範
囲
、
内
容
、
実
厖
時
期
な
ど

を
定
め
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

張
３

を
Ｉ

ル
タ

イ
ン

タ
セ

示
療

表
医’

健

に
保

う
ぐ

よ
゜

な
る

利
い

便
て

も
け

に
設

り
を

寄
ア

年
ド

お
動

や
自

人
に

な
関

由
玄

ごの
た

目
っ

な
お
、
こ
の
間
、
当
面
の
改
善
措

置
と
し
て
、
市
の
公
共
施
設
で
は
、

庁
合
内
に
身
障
者
用
公
衆
電
話
や
ト

イ
レ
を
殷
け
た
他
、
昨
年
八
月
に
開

設
し
た
保
健
医
療
セ
ン
タ
ー
は
、
今

建
築
物
・
道
路
・
公
園
で

技
術
基
準
を
明
示

後
に
建
設
さ
れ
る
施
設
の
た
め
の
モ

デ
ル
と
し
て
、
目
の
不
自
由
な
人
や

お
年
寄
り
、
妊
産
婦
に
も
便
利
な
よ

う
に
表
示
タ
イ
ル
を
張
る
と
と
も
に

階
段
を
ゆ
る
や
か
に
し
て
手
す
り
を

つ
け
、
さ
ら
に
玄
関
に
自
動
ド
ア
を

設
け
、
身
障
者
用
ト
イ
レ
を
設
置
す

る
な
ど
の
配
慮
を
加
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
将
来
的
に
は
、
公
会
堂
、

集
会
所
等
諸
設
備
の
改
善
、
歩
道
に

お
け
る
段
差
改
善
、
点
字
ブ
ロ
ッ
ク

の
設
置
や
小
・
中
学
校
、
公
民
館
に

お
け
る
通
路
整
備
な
ど
を
検
討
し
て

い
く
予
定
で
す
。

さ
て
、
今
回
の
福
祉
環
境
整
備
基

準
素
案
は
、
建
築
物
・
道
路
・
公
園

の
三
項
目
に
つ
い
て
、
詳
細
な
技
術

基
準
を
凹
ｙ
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、

Λ
建
築
物
に
つ
い
て
＞

○
駐
軍
場
・
・
・
区
画
幅
が
三
・
Ξ
μ
以

上
で
、
駐
車
区
颯
か
ら
一
・
三
五

肩
以
上
の
安
全
に
通
行
で
き
る
歩

行
者
専
用
通
路
を
出
入
口
ま
で
設

け
る
こ
と
。

○
通
路
・
・
・
傾
斜
通
路
で
必
り
場
合
、

六
μ
こ
と
に
踊
り
場
を
股
け
る
こ

と
。
通
路
の
こ
う
配
は
十
五
分
の

一
を
こ
え
な
い
も
の
と
す
る
。

○
階
段
・
・
・
直
階
段
、
ま
た
は
折
れ
階

段
と
す
る
。
階
段
の
両
側
に
は
手

す
り
を
設
け
、
手
す
り
の
高
さ
を

八
十
り
以
上
八
十
五
り
以
下
と
す

る
。

○
出
入
口
・
：
と
く
に
外
部
出
入
口
に

つ
い
て
は
Ⅲ
い
す
で
通
行
で
詩
口

よ
う
に
す
る
こ
と
。

Λ
道
路
に
つ
い
て
＞

○
歩
道
・
・
・
幅
員
は
Ｉ
・
五
μ
以
上
と

し
、
歩
軍
道
を
防
護
さ
く
、
植
樹

帯
な
ど
で
区
分
し
、
防
護
さ
く
の

高
さ
は
七
十
り
以
上
と
す
る
。

Λ
公
園
に
つ
い
て
＞

○
公
園
出
入
口
・
・
・
車
い
す
で
出
入
り

一
月
に
行
わ
れ
た
委
員
会
の
あ
ら

ま
し
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

Λ
市
民
環
境
常
任
委
員
会
＞

○
一
月
二
十
九
日
・
：
委
員
会
審
査
の

参
考
と
す
る
た
め
、
寝
屋
川
市
を

視
察
し
、
環
境
美
化
条
例
、
市
営

自
転
軍
置
場
に
つ
い
て
調
査
し
ま

し
た
。

Λ
文
教
福
祉
常
任
委
員
会
Ｖ

Ｏ
一
月
二
十
一
日
…
s
Ｓ
願
審
査
を
行

一

な
お
、
民
間
施
設
に
対
し
て
は
、

要
綱
を
制
定
し
、
指
導
、
協
力
依
頼

を
す
る
こ
と
が
重
晏
で
す
が
、
要
綱

制
定
ま
で
の
間
は
、
素
案
に
基
づ
い

て
、
協
力
依
頼
を
行
っ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
ハ
ン
デ
″
キ
ャ
ッ
プ
を
持
っ

た
人
々
の
た
め
の
生
活
環
境
改
善
が
ヽ

ひ
い
て
は
老
人
、
こ
ど
も
、
婦
人
を

含
め
、
す
べ
て
の
市
民
に
と
っ
て
の

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な
が
り

ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

で
き
る
個
所
を
少
く
と
も
Ｉ
ヵ
所

以
上
設
け
、
出
入
口
の
幅
員
は
Ｉ

・
八
μ
以
上
で
あ
る
こ
と
。

な
ど
を
定
め
て
い
ま
す
。

（
下
は
、
説
明
図
。
）

い
、
原
爆
被
爆
者
の
援
護
に
関
す

る
謂
願
を
採
択
す
べ
き
も
の
と
決

し
た
ほ
か
、
市
で
作
成
が
進
め
ら

そ
れ
に
関
連
す
る
諸
問
題
に
つ
い

て
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

Λ
建
設
水
道
常
任
委
員
会
Ｖ

Ｏ
一
月
二
十
四
日
・
・
・
神
明
宮
東
の
市

営
住
宅
″
ハ
災
事
故
の
報
告
を
受
け

た
の
ち
、
宇
治
市
ま
厖
計
画
Ｉ
第

１
月
の

委
員
会
活
動

れ
て
い
る
福
祉
環
境
整
備
Ｍ
準
（

案
）
に
つ
い
て
の
禦
に
欠
又
け
ま

し
た
。

○
一
月
二
十
五
日
・
＝
学
校
給
食
の
充

富
に
つ
い
て
並
び
に
災
施
計
画
と

一
次
三
ヵ
年
計
画
Ｉ
と
そ
れ
に
関

連
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
貿
疑
を

行
い
ま
し
た
。

Λ
京
滋
バ
イ
パ
ス
対
策

特
別
委
員
会
＞

○
一
月
十
六
日
・
・
・
京
滋
バ
イ
パ
ス
宇

治
地
区
環
境
影
響
調
査
報
告
書
（

案
）
に
つ
い
て
、
市
お
よ
ぴ
日
本

遭
路
公
団
か
ら
の
説
明
を
受
け
ま

し
た
。

＜
折
居
国
有
林
開
発
対
策

特
別
委
員
会
＞

○
一
月
三
十
一
日
～
二
月
一
日
・
・
・
こ

ど
も
の
国
（
横
浜
市
）
お
よ
ぴ
静

岡
県
立
森
林
公
園
（
浜
北
市
）
を

視
察
し
、
自
然
・
文
化
環
境
と
の

調
和
、
災
害
防
止
対
策
な
ど
に
つ

い
て
調
査
し
ま
し
た
。
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1
第

解
さ
れ
や
す
く
、
河
川
汚
染
防
止
の

圓
で
Ｑ
-
Ｑ
-
ま
し
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。下

の
表
に
石
け
ん
と
合
成
洗
剤
の

性
質
の
違
い
を
ま
と
め
ま
し
た
。

合
成
洗
剤
の

生
物
へ
の
影
響

昭
和
三
十
七
年
に
東
京
で
、
台
所

用
合
成
洗
剤
を
餌
っ
て
飲
み
死
亡
し

た
の
を
は
じ
め
、
お
む
つ
か
ぷ
れ
、

孟
Ｒ
な
ど
の
皮
膚
障
害
、
動
物
実

験
に
よ
る
発
が
ん
性
や
赤
血
球
細
胞

膜
の
溶
解
作
用
、
胎
児
障
害
の
原
因

に
な
る
と
い
う
報
告
な
ど
人
体
へ
の

悪
影
Ｓ
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

合
成
洗
剤
な
く
て
も

く
ふ
う
次
第

・
洗
た
く
・
：
粉
石
け
ん
を
湯
で
溶
か

し
て
俘
ヱ
効
果
的
。
絹
や
毛
織

物
を
洗
う
と
き
は
専
川
の
石
け
ん

も
あ
り
ま
す
が
、
純
石
け
ん
を
湯

に
溶
か
し
、
洗
い
上
が
り
に
酢
を

落
と
し
て
よ
く
す
す
ぎ
ま
す
。

・
食
器
洗
い
・
・
・
油
汚
れ
は
紙
で
よ
く

ふ
き
取
り
、
石
け
ん
冰
か
、
み
が

き
粉
で
洗
い
ま
す
。
油
気
の
な
い

と
き
は
湯
で
洗
う
だ
け
で
十
分
。

ほ
乳
び
ん
・
ガ
ラ
ス
ぴ
ん
の
汚
れ

は
卵
の
か
ら
を
砕
い
て
水
と
一
緒

に
入
れ
よ
く
振
っ
て
洗
い
ま
す
。

フ
ラ
イ
パ
ン
の
油
よ
こ
れ
は
塩
で

み
が
き
、
ま
な
板
は
、
み
が
き
粉

を
ぬ
ら
さ
ず
に
つ
け
て
、
ふ
き
ん

か
、
た
わ
し
で
こ
す
り
ま
す
。
プ

ラ
ス
I
k
＾
ク
は
ぬ
れ
た
布
に
重
曹

を
つ
け
て
洗
い
ま
す
。

・
野
菜
・
果
物
洗
い
・
・
永
で
よ
く
洗

え
ば
十
分
で
す
。

・
歯
み
が
き
・
・
・
市
販
の
歯
み
が
き
粉

が
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

・
洸
髪
・
：
良
質
の
石
け
ん
や
石
け
ん

水
で
洗
い
レ
モ
ン
か
酢
で
ジ
ン
ス

し
ま
す
。
最
後
の
す
す
ぎ
に
油
を

二
・
三
滴
お
と
す
と
効
果
的
。

石
け
ん
の
洗
浄
力

草
津
市
で
は
、
同
機
種
の
洗
た
く

機
二
台
で
、
石
け
ん
と
合
成
洗
剤
の

洗
浄
力
を
比
べ
る
実
験
を
繰
返
し
行

っ
て
い
ま
す
が
、
石
け
ん
の
方
が
よ

粉石けんと合成洗剤のちがい

⊇
三

『

＝
＝
‐
＝
’
；
…
…
…
＝

呈
上

１
－
－
－
Ｉ
Ｉ

｀ ・
… …

、 、
一
一
犬
ご
七
二
こ

‐
－
・
―
・
・
―
－
―
’
・
ｊ
－
・
―
1
1
1
1
1
1
1
1
一

く
汚
れ
が
落
ち
る
と
報
告
さ
れ
て
い

ま
す
。
Ｃ
グ
ル
ー
プ
で
も
哭
際
に
洗

い
比
べ
て
み
て
、
石
け
ん
を
便
'
ｒ
>
A
J

え
り
の
汚
れ
や
ズ
ボ
ン
の
泥
は
ね
、

く
っ
下
の
汚
れ
が
よ
ぐ
落
ち
る
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
合
成
洗
剤
で
白
く

仕
上
が
る
の
は
、
け
い
光
剤
・
漂
白

剤
の
た
め
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
り
ま

し
た
。

ま
と
め

洗
た
く
用
洗
剤
だ
け
で
な
く
、
台

所
刑
・
住
居
用
・
シ
ャ
ン
プ
ー
な
ど

市
販
さ
れ
て
い
る
洗
剤
の
成
分
を
調

べ
ま
ｔ
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
有
害
と
さ

れ
る
内
容
物
が
合
ま
れ
て
ぃ
ま
し

た
。
直
接
口
に
入
る
食
べ
物
や
食
器

に
洗
剤
が
残
っ
て
い
た
ら
と
思
う
と

ｇ
･
Ｋ
>
し
く
な
り
ま
す
。

今
は
便
利
で
あ
っ
て
も
、
将
来
と

り
返
し
の
つ
か
な
い
影
m
人
体
や

自
然
に
与
え
る
こ
と
を
考
え
る
と

。
疑
わ
し
き
は
便
わ
な
い
’
こ
と
が

最
も
大
切
で
し
ょ
う
。

（
商
工
観
光
課
）

一
．

京都府南部地区の最低賃金

最低賃金

を改正

＝京都府下＝

京
都
府
南
部
地
域
（
京
都
市
・
亀

岡
市
以
用
）
の
最
低
賃
金
が
表
の
と

お
り
改
正
さ
れ
、
一
部
の
業
種
を
残

し
て
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
最
低
賃
金
は
事
業
所
で
働
く

常
用
、
臨
時
、
バ
ー
ト
な
ど
す
べ
て

の
労
働
者
に
適
川
さ
れ
、
使
用
者
が

最
低
賃
必
一
額
以
上
の
賃
金
を
支
払
わ

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
処
罰
の
対
象

と
な
り
ま
す
。
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子
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賃

一
造

一
銀
聚

］
の
ｊ

ｙ
４
心
・

一
金
最

″
］
業
皆

・

よ
言
。
１
印

・

低
都
一
料
～
紅

。

京
盲
ｍ

巾

金
類
「
剥
刺
一
。
－
－
■
■
…
…
■
■
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闇
１

一

産

随
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汝

ｔ
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！
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言
戸
Ｔ

ま
た
、
最
低
賃
金
額
以
下
の
賃
金

で
労
働
協
約
を
結
ん
で
も
、
そ
の
部

分
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
賃
金
は
、
通
常
の
労

働
時
間
や
労
働
日
に
対
応
す
る
「
所

定
内
賃
金
」
で
あ
っ
て
、
精
・
皆
勤

手
当
、
通
動
手
当
、
家
族
手
当
、
時

間
外
手
当
、
休
日
手
当
な
ど
は
貿
金

に
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

な
お
、
地
域
別
と
産
業
別
の
両
方

の
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は

賃
金
額
の
高
い
方
を
適
用
し
て
く
だ

さ
い
。

く
わ
し
い
こ
と
は
、
京
都
労
働
基

準
局
（
電
話
Ⅲ
・
ｍ
・
3
2
1
1

）
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

（
交
通
労
政
課
）
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今
回
は
消
費
生
活
モ
ニ
タ
ー
‘
Ｃ
グ

ル
ー
プ
の
調
査
・
研
究
の
結
果
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◇

生
命
の
維
持
に
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
空
気
や
水
・
食
料
な
ど
に
悪
影

響
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
合
成
洗
剤
－
。

。
近
畿
の
水
が
め
’
琵
琶
湖
を
抱

え
た
滋
賀
県
で
は
、
合
成
洗
剤
の
使

用
・
販
売
蒙
止
な
ど
を
定
め
た
「
琵

琶
湖
冨
栄
養
化
防
止
条
例
」
を
制
定

し
、
規
制
を
始
め
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
Ｃ
グ
ル
ー
プ
は
下
流
の

住
民
で
あ
る
私
た
ち
も
、
こ
の
問
題

を
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
考

え
研
究
課
題
に
し
ま
し
た
。

石
け
ん
と
合
成
洗
剤

石
け
ん
は
勣
植
物
の
油
脂
に
カ
セ

イ
ソ
ー
ダ
を
加
え
て
作
り
ま
す
。

合
成
洗
剤
は
石
油
精
製
の
副
産
物

か
ら
作
ら
れ
ま
す
。
種
類
は
ア
ル
キ

ル
ベ
ン
ゼ
ン
系
（
Ａ
Ｂ
Ｓ
、
Ｌ
Ａ
Ｓ

）
政
商
級
ア
ル
コ
ー
ル
系
の
二
種
。

Ａ
Ｂ
Ｓ
洗
剤
は
ア
ル
キ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

ス
ル
ホ
ン
酸
塩
を
主
成
分
と
す
る
も

の
で
、
他
に
無
椙
の
り
ん
酸
塩
、
硫

酸
塩
を
含
み
河
川
中
の
微
生
物
に
よ

つ
て
分
解
さ
れ
に
く
く
、
水
質
汚
濁

の
原
因
と
な
り
や
ず
い
も
の
で
す
。

こ
の
た
め
、
十
年
ほ
ど
荊
か
ら
、
Ｌ

Ａ
Ｓ
（
シ
ｎ
ア
ア
ル
キ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

ス
ル
ホ
ン
酸
塩
）
を
主
成
分
と
す
る

洗
剤
が
製
澄
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
Ｌ

Ａ
Ｓ
も
、
り
ん
酸
塩
が
藻
類
の
異
常

発
生
を
招
く
と
い
う
意
見
も
あ
り
、

り
ん
酸
塩
の
含
有
優
一
を
だ
ん
だ
ん
少

な
く
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

高
級
ア
ル
Ｊ
・
‐
ル
系
（
Ａ
Ｓ
）
洗

危
険
性
含
む
合
成
洗
剤

疑
わ
し
き
は
使
わ
ず
く
ふ
う
を

剤
は
、
石
油
か
ら
合
成
し
た
炭
索
歎

の
多
い
高
級
ア
ル
＝
－
ル
に
濃
硫
酸

と
カ
セ
イ
ソ
ー
ダ
を
作
用
さ
せ
て
作

り
ま
す
。
「
高
級
」
と
い
っ
て
も
。

ハ
イ
ク
ラ
ス
で
安
全
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
炭
求
の
数
が
多
い

と
い
う
こ
と
で
、
皮
膚
障
害
な
ど
人

体
へ
の
怒
影
響
は
他
の
合
成
洗
剤
と

同
様
に
堡
Ｓ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ

高
級
ア
ル
コ
ー
ル
系
は
、
Ａ
Ｂ
Ｓ
や

Ｌ
Ａ
Ｓ
よ
り
も
微
生
物
に
よ
っ
て
分

宇
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神
社
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き
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号り
ｇ

ｌＦ
Ｄ

第行発
日

１１月り
″

り年［
Ｄ

ｒ
Ｄ和昭

ぐ年
０

《
Ｘ
］

Ｑ
り

１りょだ政市｀″
1

3
1

巾
で
は
、
昭
和
五
十
年
八
月
か
ら

資
源
の
再
利
用
と
ゴ
ミ
減
M
i
§
５

一
環
と
し
て
『
古
紙
回
収
事
業
』
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

そ
し
て
、
昭
和
五
十
二
年
十
一
万

1
9
5
の
市
民
団
体
が
参
加

＝
月
平
均
7
3
ト
ン
収
集
＝

か
ら
『
燃
え
る
ゴ
ミ
の
週
二
回
収
集

』
、
昭
和
五
十
四
年
七
月
か
ら
『
燃

え
な
い
ゴ
ミ
の
月
二
回
収
集
』
に
取

り
組
む
な
ど
、
市
民
生
活
に
直
結
し

て
い
る
清
掃
事
業
の
整
備
を
す
す
め

て
き
ま
し
た
。

古
紙
回
収
事
業
は
、
市
が
町
内
会

や
自
治
会
な
ど
の
団
体
と
協
定
を
結

び
、
古
紙
一
９
に
つ
い
て
五
円
の
報

償
m
文
払
っ
て
回
収
。
市
内
の
十

五
業
者
で
構
成
し
て
い
る
宇
治
再
生

資
源
事
業
協
同
組
合
に
一
括
し
て
売

却
す
ろ
も
の
で
す
。
現
在
、
参
加
さ

れ
て
い
ま
す
の
は
町
内
会
や
自
治
会

な
ど
を
中
心
に
百
九
十
五
団
体
、
四

万
二
千
五
百
三
m
で
、
約
三
六
％

に
あ
た
る
市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
ご

協
力
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
当
初
は

月
平
均
二
十
四
＼
の
回
収
に
と
ど
ま

っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
み
な

さ
ん
の
ご
理
解
を
い
た
だ
き
事
業
開

始
以
来
の
総
回
収
３
５
は
二
千
九
百
九

十
フ
に
達
し
、
昨
年
で
は
月
平
均

七
十
三
／
に
な
っ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
今
後
と
も
こ
の
事
菜
を

発
展
さ
せ
、
燃
え
る
ゴ
ミ
の
叔
量
と

資
源
の
再
利
用
に
取
り
組
む
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。
こ
の
事
業
の
対
象
と

な
'
"
＾
-
ｓ
は
、
町
内
会
や
自
治
会
、
婦

人
会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど
■
の
市
民
団
体
で

す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
い
た
だ
き
。
ゴ
ミ

の
な
い
ま
ち
づ
く
り
‘
に
ご
協
力
ぐ

た
さ
い
。
く
わ
し
い
こ
と
は
、
市
役

所
Ｓ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｗ
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
済
掃
課
）

紙古るくてれらめ集らか内市に日曜水週毎

現
況
届
は
年
金
？
つ
け
て
い
る
人

の
生
存
な
ど
を
毎
年
一
回
砲
か
め
る

た
め
に
提
出
し
て
い
た
だ
く
も
の
で

す
。
提
出
期
限
は
、
国
民
年
金
の
老

齢
年
金
及
ぴ
通
算
老
齢
年
金
に
つ
い

て
は
二
月
十
五
日
、
厚
生
年
金
及
び

船
員
保
険
の
老
齢
年
全
び
に
通
算

老
齢
年
必
一
（
特
例
老
齢
堡
ｌ
含
む

）
に
つ
い
て
は
一
月
十
五
日
と
定
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
ほ
ど
、

年
必
｛
蛋
つ
け
て
い
る
人
が
誕
生
し
た

月
の
末
日
を
、
提
出
期
限
と
定
め
て

提
出
期
限
は
次
の
時
期
か
ら
変
更
さ

れ
ま
す
。

▽
国
民
年
金
の
老
齢
年
金
、
通
■
穿
老

齢
年
金
・
・
・
四
月
生
ま
れ
か
ら
十
二

五
十
五
年
分
の
現
況
届
は
従
米
ど

お
り
二
月
十
五
日
が
提
Ｈ
期
限
で

昭
和
五
十
六
年
分
の
現
況
届
か
ら

’
生
ま
れ
月
の
末
日
が
提
出
期
限
と

提
出
期
限
が
変
更

年
金
の
現
況
届

月
生
ま
れ
の
人
は
、
昭
和
五
十
五

年
分
の
現
況
届
か
ら
生
ま
れ
月
の

末
日
が
提
出
期
限
と
な
り
ま
す
。

な
り
ま
ｙ
。

な
お
、
障
害
年
金
、
な
子
年
金
一

等
に
つ
い
て
は
、
従
米
ど
お
り
五

一
現
況
届
を
提
出
し
て
い
た
だ
く
た
だ
し
、
一
月
生
ま
れ
か
ら
一
行
月
三
十
一
日
が
提
出
期
限
で
す
。

に
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
生
ま
れ
の
人
に
つ
い
て
は
、
昭
和
▽
Ｍ
生
■
牛
ふ
一
一
保
険
＊
?
よ
ぴ
船
員
保
険

脳

－
・
ｌ
ｌ
－
－
ｔ
－
－
↓
1
1
1
F
－
１
－
！
－
1
1
1
9
1
↓
甲
Ｉ
ｔ
－
－
ト
ー
ー
ー
ー
Ｉ
―
Ｉ
Ｉ
Ｉ
―
－
－
－
―
ｌ
ｉ
ｉ
―
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ

―
－
－
－
－
－
Ｉ
・
Ｉ
！
―
―
■
■

少
年
宇
宙

科
学
教
室

▽
内
容
・
：
「
フ
．
’
フ
T
V
タ
ジ
＾
ム
の

世
界
Ｉ
星
の
家
族
構
成
！
」
、
ブ

ラ
I
ｔ
タ
リ
ｔ
＼
ム
お
よ
び
展
示
窯
を

見
学

▽
講
師
・
・
・
京
都
市
青
少
年
科
学
セ

ン
タ
ー
・
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
室
学

芸
員
江
上
賢
三
さ
ん

▽
対
參
・
・
市
内
の
親
子
（
小
学
校

４
年
生
ｙ
中
学
校
３
年
生
の
于
ど

も
と
税
）
保
護
者
同
伴
の
こ
と

▽
定
員
二
Ｏ
Ｏ
人

入
館
料
が
い
り
ま
す
。

▽
申
込
み
・
・
・
往
復
ハ
ガ
キ
に
「
少
年

宇
田
科
学
教
室
希
望
」
と
な
加
者

の
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
、

特
例
老
齢
年
金
・
・
・
昭
和
五
十
六
年

分
の
現
況
届
か
ら
、
生
ま
れ
月
の

末
日
が
提
出
期
限
と
な
り
ま
す
。

現
況
届
の
用
紙
（
は
が
き
）
は
、

提
出
期
限
の
約
一
ヵ
月
前
（
脱
生
月

の
前
月
末
頃
）
に
社
会
保
険
庁
か
ら

送
付
さ
れ
ま
す
。
提
出
期
限
ま
で
に

現
況
届
が
提
出
さ
れ
な
い
と
き
は
年

金
の
支
払
い
を
現
況
届
が
提
出
さ
れ

る
ま
で
の
間
差
し
止
め
ま
す
の
で
提

出
期
限
に
遅
れ
な
い
よ
う
に
必
ず
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
保
険
年
金
課
）

全
員
の
氏
名
・
住
所
・
年
齢
・
職

業
（
学
校
名
）
、
電
話
番
号
を
記

入
し
て
、
２
月
1
6
日
ま
で
に
公
民

館
（
宇
治
里
K
e
：
:
-
９
、
電
話
○

２
８
０
４
）
へ
。
な
お
、
応
募
者

多
数
の
場
合
は
抽
選
し
ま
す
。

（
公
民
館
）

道
標
を
通
じ
て
、
宇
治
の
歴

史
を
学
ぽ
う
と
「
宇
治
の
道
標

展
」
が
五
日
ま
で
公
民
館
で
開

か
れ
ま
し
た
。
こ
の
道
標
展
は

宇
治
映
画
同
好
会
、
拓
木
サ
ー

ク
ル
、
は
ま
ち
ど
り
研
究
会
、

道
標
展

厩
火
サ
ー
ク
ル
と
公
民
館
の
共

同
企
画
で
、
写
真
、
拓
木
な
ど

で
三
十
七
点
の
道
標
が
展
示
さ

れ
ま
し
た
。
（
写
真
は
、
拓
木

な
ど
が
展
示
さ
れ
た
「
宇
治
道

標
展
」
）

ｉ
Ｙ
４
ｅ
†
Ａ
Ｉ

広
告
を
募
集

市
で
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
と
市
を

つ
な
ぐ
パ
イ
プ
と
し
て
『
宇
治
市
政

だ
よ
り
』
を
毎
‥
。
一
日
、
十
一
日
、

二
十
一
日
に
発
行
し
、
新
聞
折
込
み

な
ど
を
通
じ
て
お
届
け
し
て
い
ま

す
。
現
在
、
五
万
二
千
八
百
部
発
行

し
て
い
ま
す
。

『
宇
治
市
政
だ
よ
り
』
で
は
、
広

告
欄
を
設
け
、
広
告
料
金
を
発
行
に

必
要
な
経
９
の
一
部
に
あ
て
て
い
ま

す
。

昭
和
五
十
五
年
皮
分
の
広
告
を
広

く
市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
募
集
し
ま

す
の
で
、
ご
希
望
の
人
は
次
の
事
項

に
ご
留
意
の
う
え
市
役
所
文
轡
広
報

課
ま
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▽
広
告
紙
面
致
上
一
ペ
ー
ジ

▽
大
き
さ
・
：
タ
テ
六
・
五
ｒ
’
ｍ
ｎ

二
十
三
・
五
り
の
予
定

▽
広
告
料
金
・
・
・
一
回
六
万
円
の
于

定
。
た
だ
し
、
｡
｡
-
J
版
な
ど
を
市
で

製
作
す
る
場
合
に
は
そ
の
実
Ｑ
を

あ
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

な
お
、
公
共
刊
行
物
と
し
て
の
品

位
を
傷
つ
け
る
も
の
、
公
序
良
俗
に

反
す
る
も
の
、
投
細
心
を
そ
そ
;
０
-
ｗ
)

の
、
政
治
問
題
に
つ
い
て
の
主
義
主

張
な
ど
、
広
告
の
内
容
に
よ
っ
て
は

一
部
変
更
を
お
願
い
し
た
り
、
掲
載

を
お
断
り
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

・
（
文
書
広
報
課
）

／
話
ま
り
決
・
で
む
ら

三
万

が
お
一
一
の
話
お
Ｉ
の
で

｀
゜
ユ
叫
望
電
を
サ
す
宅

ず
い
二
〇
希
お
料

匹
こ

ま
さ
メ
・
ご
て
材

Ｊ
≒
町
八
叫

５
1

都
を
お
１

京
途
る
ま

た
一
さ
ゝ

え
の
下
乱

か
加
用
ご

む
増
利
で

を
々
ご
え

目
口
ヽ
考

年
ヽ
り
く

３
が
ば
い

来
様
ん
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以
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業
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づ

開
る
し
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戌
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i
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4
i
－
゛

り
さ
挑
力
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用
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利
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援
ご
高
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ご
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解
ス
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φ
．
χ
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ビ
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古紙回収事業で

資源の再利用

今
回
は
、
子
供
を
育
で
な
が
ら
働

く
如
人
力
た
め
の
制
度
に
つ
い
て
説

明
し
ま
し
ょ
う
。

育
児
時
間
の
保
障

増
え
続
け
る
如
人
労
働
者
の
三
分

の
二
が
既
婚
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
出
産
後
’
ｉ
く
母
親
の
授

乳
時
間
が
保
障
さ
れ
な
い
と
、
子
供

が
健
心
に
育
た
な
い
Ｉ
因
に
も
な
り

ま
す
。
そ
の
た
め
「
労
働
幕
準
法
」

で
は
、
生
後
一
年
に
な
ら
な
い
子
供

を
育
て
る
如
人
労
働
者
に
は
一
日
二

回
そ
れ
ぞ
れ
少
な
く
と
も
三
十
分
、

育
児
の
た
め
の
時
間
を
与
え
ね
ぱ
な

ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
『
育
児
時
間
』
を
労
働
時
間

中
の
ど
の
時
問
帯
に
と
る
か
は
自
由

⑤

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
我
が
國
で
は

勁
拐
先
に
保
育
施
設
が
少
な
く
、
地

城
の
保
育
所
や
西
ら
游
に
子
供
m

け
て
い
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
出
勤

時
閥
お
よ
び
退
社
時
間
に
そ
れ
ぞ
れ

ま
た
、
「
勁
労
婦
人
福
祉
法
」
で

は
事
業
主
に
対
し
て
乳
幼
児
の
健
康

診
査
の
た
め
の
時
間
や
、
保
育
所
へ

子
供
を
連
れ
て
い
く
時
間
等
に
つ
い

て
配
慮
す
:
０
よ
う
望
ん
で
い
ま
す
。

育
児
の
た
め
の

休
業
制
度

つ
ぎ
に
、
最
近
少
し
ず
つ
広
が
っ

て
い
く
傾
向
に
あ
る
『
育
児
休
菜
制

す
。
こ
の
こ
と
は
、
引
き
続
き
働

く
意
思
の
あ
る
如
人
労
働
者
に
と
っ

て
不
利
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
事

業
主
に
と
っ
て
も
熟
練
し
た
人
を
失

う
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
「
勤
労
如

人
福
祉
法
」
で
は
「
事
栗
主
は
そ
の

Ｍ
用
ず
･
･
ｏ
§
労
１
人
に
つ
い
て
、
必

嬰
に
応
じ
育
児
休
業
の
実
施
、
そ
の

他
の
育
児
に
関
ず
る
便
宜
の
供
与
を

行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

子
供
を
育
て
な
が
ら
働
く

婦
人
労
働
者
を
保
護

三
十
分
ず
つ
と
っ
て
い
る
ヶ
－
ス
が

多
い
よ
う
で
す
。
『
育
児
時
間
』
を

就
業
規
則
等
で
決
め
て
い
る
畢
菜
所

は
七
剤
を
こ
え
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

生
後
一
年
間
、
一
日
六
十
分
で
労
ｉ

Ｂ
ｉ
Ｓ
ｉ
ａ
ｉ
＾
＞
≪
ｓ
>
で
す
が
、
有
給
で
保

障
し
て
い
る
事
業
所
は
半
g
l
ｔ
l
く
あ

り
ま
す
。

度
』
で
す
が
、
こ
れ
は
従
菜
員
と
し

て
の
地
位
一
失
う
こ
と
な
く
一
定
期

間
（
一
年
の
と
こ
ろ
が
多
・
い
）
育
児

の
た
め
に
休
業
で
き
る
制
度
で
す
。

既
婚
の
如
人
労
働
者
が
増
え
る
中

で
、
出
産
後
乳
児
期
を
母
親
の
手
で

育
て
た
い
と
い
う
Ｍ
持
な
ど
の
た
め

退
職
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
が
実
情
で

い
」
と
し
て
い
ま
す
。

今
ま
で
説
明
し
て
き
ま
し
た
如
人

９
勁
者
に
対
す
一
渥
護
以
外
に
「
９

働
Ｍ
準
法
」
で
は
次
の
よ
う
な
諸
規

定
が
あ
り
ま
す
。

如
人
９
励
者
の
労
働
時
間
に
つ
い

て
は
、
原
則
と
し
て
一
日
二
時
間
、

一
週
六
時
問
、
一
年
百
五
十
時
問
を

越
え
て
時
間
外
労
働
（
残
菜
な
ど
）

を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
病
院
な
ど
特
定
菜
種
以
外

で
は
夜
十
時
か
ら
司
五
時
ま
で
の
深

夜
業
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
ず
。
ま
た

危
険
有
害
ｕ
m
杭
内
労
ｉ
に
如
人

労
働
者
を
つ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
そ
し
て
、
解
雇
さ
れ
た
如
人

労
働
者
が
解
雇
の
日
か
ら
十
四
日
以

内
に
帰
郷
す
る
場
合
は
、
使
川
者
は

交
辿
賞
・
宿
泊
Ｑ
な
μ
必
嬰
な
旅
費

を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
交
通
労
政
課
）
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市
政
だ
よ
り
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第

ｎ
乙

？
】

ｏ
ｏ

市
・
府
民
税
の
申
告

期
間
は
２
月
1
6
日
～
３
月
1
5
日

今
年
も
、
市
・
府
氏
税
の
申
告
を

し
て
い
た
だ
く
時
期
が
き
ま
し
た
。

次
に
あ
た
る
人
は
、
必
ず
期
限
ま
で

に
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
告
が
必
要
な
人

・
昭
和
5
4
年
中
（
１
月
～
1
2
月
）
に

所
得
の
あ
っ
た
人
。
た
だ
し
、
給

与
所
得
の
み
で
勤
務
先
か
ら
給
与

支
払
報
告
書
が
市
役
所
へ
提
出
さ

れ
て
い
る
人
や
、
税
務
署
へ
確
定

特
別
土
地
保
有
税

申
告
は
２
月
末
日
ま
で

昭
和
五
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
一
回
ま

た
は
数
回
に
わ
た
り
、
合
計
五
千
平

方
μ
（
基
準
面
積
）
以
上
の
土
地
を

市
内
で
取
得
し
た
人
は
、
二
月
二
十

九
日
ま
で
に
「
特
別
土
地
保
有
税
」

の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
登
記
が
移
っ
て
い
な
く
て

償
却
資
産
の
申
告
は
、
お
す
み
で

し
ょ
う
か
。
申
告
期
限
が
過
ぎ
ま
し

た
の
で
、
ま
だ
の
人
は
至
急
に
申
告

し
て
く
だ
さ

い
。申

告
方
法

や
償
却
資
産

償
却
資
産急

い
で
申
告
を も

現
実
に
引

渡
し
が
さ
れ

て
い
る
土
地

で
あ
れ
ば
、

申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

非
課
税
土
地
お
よ
ぴ
特
例
譲
渡

の
認
定
を
受
け
る
人
は
、
申
告
書

と
と
も
に
認
定
申
請
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
申
告
・
申
請
用
紙

は
資
産
税
課
に
あ
り
ま
す
。

の
対
象
な
ど
で
不
明
な
こ
と
が
あ

れ
ば
、
寫
蕗
謹
ま
で
。

（
資
産
税
課
）

申
告
を
し
た
人
は
除
か
れ
ま
す
。

・
給
与
所
得
者
で
も
、
農
業
所
得
や

家
賃
、
そ
の
他
の
所
得
の
あ
る
人

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

＜
申
告
の
出
張
受
付
Ｖ

・
２
月
2
5
日
西
小
倉
集
会
所

京
銀
六
地
蔵
支
店

・
２
月
2
6
日
伊
勢
田
公
民
館

紫
ヶ
丘
公
民
館

・
２
月
2
7
日
小
倉
公
民
館

広
野
公
民
館

・
２
月
2
8
日

・
配
当
所
得
が
あ
り
、
所
得
税
に
つ
・
２
月
2
9
日

い
て
源
泉
分
暇
選
択
課
税
そ
受
け

た
人
。

西
大
久
保
集
会
所

開
公
民
館

六
地
蔵
公
会
堂

西
岡
屋
会
館

・
利
子
所
得
の
あ
る
人
で
、
所
得
税

で
総
合
課
税
を
選
択
し
た
人
。

・
雑
損
や
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
・
３
月
４
日

と
す
る
人
。

・
綿
損
失
や
繰
越
し
て
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
人
。

な
お
、
生
命
保
険
料
控
除
（
一
つ

の
契
約
が
年
間
九
千
円
を
超
え
て
支

払
っ
た
場
合
）
や
医
療
費
控
除
を
受

け
る
と
き
は
、
領
収
書
や
証
明
書
を

申
告
書
に
そ
え
る
か
、
提
示
し
て
い

た
だ
ぐ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
申
告
の
受
付

申
告
は
二
月
十
六
日
か
ら
三
月
十

五
日
ま
で
、
市
役
所
市
民
税
課
で
受

付
け
ま
す
。
な
お
、
申
告
期
間
中
は

土
曜
日
も
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

ま
で
受
付
け
ま
す
。

ま
た
、
忙
し
く
て
市
役
所
に
お
越

し
に
な
れ
な
い
場
合
は
、
次
の
場
所

で
「
出
張
受
付
」
を
行
い
ま
す
の
で

・
３
月
３
日
木
幡
公
民
館

太
陽
神
戸
銀
行
宇
治

支
店

東
雲
滑
防
分
署

且
椋
公
会
堂

正しい犬の飼い方

犬
ほ
ど
人
間
に
従
順
な
動
物
は

い
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
飼
い
方
ひ
と
つ
で
大
変
狂

暴
に
も
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
犬
に
か
ま
れ
る
な

ど
。
犬
の
事
故
″
の
原
因
の
多
く

と
こ
ろ
で
、
京
都
府
で
は
毎
月
に
は
、
近
づ
け
な
い
で
Ｉ
。

第
四
週
を
「
犬
害
防
止
強
化
週
・
「
ふ
ん
」
の
後
始
末
は
、
飼
い

間
」
と
し
て
、
正
し
い
犬
の
飼
い
主
が
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

方
の
指
導
と
、
野
犬
の
麻
酔
銃
や
・
捨
て
犬
を
し
な
い
よ
う
に
Ｉ
。

薬
に
よ
る
掃
討
や
捕
獲
を
強
化
し
（
保
健
衛
生
課
。

て
い
ま
す
。
こ
の
週
間
中
、
放
し
宇
治
保
健
所
）

し
つ
け
・
訓
練
が
大
切

は
、
飼
い
主
の
し
つ
け
や
訓
練
が

不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
犬
の
生
理

に
対
す
る
無
理
解
か
ら
起
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。
エ
サ
を
与
え
て
お

け
ば
よ
い
Ｉ
こ
の
よ
う
な
安
易

な
飼
い
方
が
一
番
よ
く
な
い
と
い

え
ま
す
。

飼
い
の
犬
が
捕
獲
さ
れ
る
な
ど
し

て
も
、
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
飼
い
主
の

人
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

＜
犬
を
飼
う
と
き
の
注
意
点
＞

・
つ
な
い
で
飼
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
子
ど
も
が
集
っ
て
い
る
と
こ
ろ

んせまいとは派宗旨宗地墓園公のぎらすや

方
り
で
｀
’
‐
’
円
円

屈
酉

’
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隻
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５
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ａ
３
６
３

四
回

の
２
３

上
令
令

以
旨
旨

ｉ
ｉ
i

0
0
都
吻

な
宍

ｓ
詰

い
ご

但
発
地

ぐ
開
墓

8
7
7
社
場
園

し
昌
回

Ｉ
χ
ノ
■
B
3
イ

烈
烈
岨

し
ヶ
寧
青
財

言
ご

ば
警
昌

澗
京
治

｀
宇

。
案
内

且
ご

禁
み

士
二

言
ご

所
得
税
の
還
付
申
告

源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
金
や
予
定
納

税
さ
れ
た
税
金
が
納
め
過
ぎ
に
な
っ

て
い
る
人
、
そ
の
他
、
住
宅
取
得
控

除
・
Ｄ
-
ﾝ
控
除
・
雑
損
控
除
・
医

療
費
控
除
な
ど
を
受
け
ら
れ
る
人
は

必
要
な
書
類
を
ご
用
意
の
う
え
、
今

す
ぐ
宇
治
税
務
署
の
窓
口
で
還
付
の

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
早
く

申
告
さ
れ
ま
す
と
税
金
の
還
付
も
早

く
受
け
ら
れ
ま
す
。

く
わ
し
い
こ
と
は
、
宇
治
税
務
署

（
大
久
保
町
井
の
尻
6
0
－
３
、
電
話

0
４
１
４
１
番
）
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

（
宇
治
税
務
署
）

戦
傷
病
者

乗
車
券
の
引
換
証

昭
和
五
十
五
年
度
分
の
戦
傷
病
者

と
印
鑑
を
ご
持
参
の
う
え
福
祉
事
務

所
社
会
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

（
社
会
課
）

か
ら
大
開
小
学
校
で
。

▽
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

・
２
月
1
9
日
（
火
）
・
：
午
後
７
時
半

か
ら
北
小
倉
小
学
校
で
。

（
社
会
教
育
課
）

ア
ル
バ
イ
ト
職
員

宇
治
市
教
育
委
員
会
で
は
、
次
の

職
種
の
ア
ル
バ
イ
ト
職
員
を
募
集
し

催
し

ス
ポ
ー
ツ
教
室

▽
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

・
２
月
2
2
日
か
ら
３
月
2
8
日
ま
で
毎

週
金
曜
日
の
６
回
。
午
後
７
時
か

ら
木
幡
小
学
校
で
。
対
象
は
中
学

生
以
上
の
人
で
定
員
は
3
0
人
。

登
録
料
は
八
百
円
。

申
込
み
は
登
録
料
を
そ
え
て
社
会

教
育
課
へ
。

一
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

一
一

ス
ポ
ー
ツ
ひ
ろ
ぱ

▽
卓
球・

２
月

1 4
日
（
木
）
・
・
・
午
後
７
時
半

可
能
な
人
。
調
理
師
免
許
は
問

い
ま
せ
ん
。

▽
幼
稚
園
教
諭

幼
稚
園
教
諭
免
許
を
取
得
し
て

お
り
、
公
・
私
立
幼
稚
園
を
問

わ
ず
実
務
経
験
あ
る
人
。

▽
学
校
養
護
職
員

看
護
婦
・
保
健
婦
・
養
護
教
諭

の
免
許
を
取
得
し
て
い
る
〈

▽
小
学
校
・
中
学
校
・
幼
稚
園
用
務

員性
別
は
問
い
ま
せ
ん
。

応
募
さ
れ
る
人
は
、
市
販
の
履
歴

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
最
近
六

ヵ
月
以
内
の
写
真
を
添
え
て
、
二
月

二
十
三
日
（
土
）
ま
で
に
宇
治
市
教

育
委
員
会
総
務
課
へ
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。（

教
育
委
員
会
総
務
課
）

み
な
さ
ん
に
ご
好
評
の
宇
治
市
民

音
楽
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
こ
の
市

民
音
楽
会
は
幼
稚
園
の
園
児
か
ら
老

人
ホ
ー
ム
の
お
年
寄
り
ま
で
幅
広
い

市
民
の
参
加
で
、
第
十
八
回
目
を
む

か
え
ま
す
。

今
回
出
原
し
ま
す
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
や
職
場
、
学
校
な
ど
で
、

日
ご
ろ
忙
し
い
な
か
時
間
の
や
り
く

り
を
し
、
音
楽
を
楽
し
ん
で
い
る
二

十
二
の
団
体
で
す
。

今
回
は
、
コ
’
‐
ラ
ス
と
器
楽
演
奏

に
分
か
れ
て
、
練
習
の
成
果
を
発
表

し
ま
す
。

多
く
の
み
な
さ
ん
の
お
越
し
を
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
入
場
は

無
料
で
す
。

▽
と
き
…
２
月
1
7
日
（
日
）

第
１
部
開
場
午
前
1
0
時

第
２
部
開
演
午
後
１
時

▽
と
こ
ろ
・
・
・
公
民
館
三
階
大
会
議
室

（
市
民
会
館
）

・
第
１
部
＝
Ｊ
Ｉ
ラ
ス

コ
ス
モ
ス
宇
治
児
童
合
唱
団
、
槙

島
小
学
校
３
年
生
、
東
宇
治
中
学

校
育
友
会
＝
Ｉ
ラ
ス
、
宇
治
市
少

年
少
女
合
唱
団
、
西
小
倉
小
学
校

音
楽
ク
ラ
ブ
、
棋
島
小
学
校
育
友

会
＝
Ｉ
ラ
ス
部
、
京
都
中
央
少
年

少
女
合
唱
隊
、
菟
這
第
二
小
学
校

Ｐ
Ｔ
Ａ
＝
Ｉ
ラ
ス
部
、
宇
治
朝
霧

＝
１
ラ
ス
、
伊
勢
田
小
学
校
育
友

会
＝
Ｉ
ラ
ス
部

・
第
２
部
=
5
S
楽
演
奏

木
幡
小
学
校
６
年
２
組
、
宇
治
ギ

タ
ー
マ
ン
ド
ジ
ン
ア
ン
サ
ン
プ
ル

弟
茄
ノ
原
第
二
幼
稚
園
合
奏
団
、

伊
勢
田
小
学
校
音
楽
ク
ラ
ブ
、
城

帛
高
校
ギ
タ
ー
マ
ン
ド
リ
ン
部
、

正
山
会
（
尺
八
）
、
伊
勢
田
小
学

校
金
管
バ
ン
ド
ク
ラ
ブ
、
ト
ロ
ン

ホ
ー
ン
四
雷
奏
、
宇
治
養
護
老
人

ホ
ー
ム
、
Ｏ
Ｌ
Ｄ
Ｊ
Ｕ
Ｂ
Ｉ
Ｌ

Ｅ
Ｅ
、
槙
島
小
学
校
音
楽
ク
ラ
ブ

、
ユ
Ｈ
ｉ
Ｋ
カ
吹
奏
楽
団（

公
民
館
）

Ｉ１
・ｅ

ＩＩ―

若
さ
あ
ふ
れ
る
城
南
高
校
ギ
タ
ー
・
マ
ン
ド
リ
ン

部
の
演
奏
（
昨
年
の
市
民
音
楽
会
か
ら
）
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練習の成果発表

大
作

確
定
申
告

無
料
相
談
所

小
規
模
事
業
者
の
自
主
申
告
の
手

助
け
に
と
、
宇
治
税
理
士
部
会
が
中

心
と
な
っ
て
、
納
税
協
会
・
宇
治
商

募
集
‘
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